
 

 

 

受給者証の交付を希望される方は、次の必要書類をそろえて、住所地を管轄する保健福祉事務所等（３ペー

ジ参照）に郵送または持参してください。（※１.申請書と２.臨床調査個人票がそろえば受付できます。） 

対

象

者 

番

号 
提出書類一覧 

全

員

提

出 

１ 特定医療費（指定難病）支給認定申請書 

２ 臨床調査個人票（医師が作成） 難病指定医が概ね３か月以内に作成したものが必要です。 

３ 

個人番号（マイナンバー）調書 

受診者のマイナンバーと、≪表１≫【支給認定基準世帯員】のマイナンバーを記入してください。

※受診者が 18歳未満の場合、保護者分の記入も必要となります。 

≪表 1≫ 

【患者の加入保険】 【支給認定基準世帯員】 

被用者保険加入の場合 

（協会けんぽ、○○共済、○○会社健保組合） 
受診者が加入する保険の被保険者 

その他の保険に加入の場合 

（国民健康保険、国民健康保険組合、後期高齢） 
同一世帯かつ同一保険の方全員 

 

４ 本人確認書類 申請者の本人確認書類（マイナンバーカード表面など）が必要です。 

５ 

個人番号確認書類 

３．個人番号（マイナンバー）調書に記入いただいた方全員分のマイナンバーが確認できる書類

（マイナンバーカード裏面など）が必要です。 

対

象

者

の

み

提

出 

６ 

令和７年度所得課税証明書（≪表２≫【条件】に該当する場合） 

≪表 2≫ 

【患者の加入保険】 【条件】 【提出が必要な方】 

被用者保険加入の場

合（協会けんぽ、○○共済、

○○会社健保組合） 

被保険者が住民税未申告、又は

DV 等の支援措置を受けている 
被保険者 

被保険者が住民税非課税、かつ

受診者本人が住民税未申告 
受診者本人 

その他の保険に加入

の場合（国民健康保険、国

民健康保険組合、後期高齢） 

受診者および支給認定基準世帯

員※に住民税未申告の方、又は

DV 等の支援措置を受けている

方がいる ※≪表１≫参照。 

住民税未申告の方、又は

DV 等の支援措置を受け

ている方 

 

７ 

領収書を添付した医療費申告書又は医療機関が記入した医療費証明書 

（軽症高額該当の申請を希望する場合） 

軽症高額該当…臨床調査個人票の記載により確認できる症状の程度が基準より軽い場合、通常であれば不認定と

なりますが、多額の医療費がかかっている場合に認定とする制度です。この基準として、指定難病にかかる月の

医療費総額（10 割）が 33,330 円を超える月が申請月を含む直近 12 か月のうち３回以上あることが必要で

す。 

特定医療費（指定難病）支給認定の新規申請について 

（令和８年３月１日～令和８年６月末までに新規申請する方へ） 
 

 

R8.3.1 
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その他の注意事項 

注１）１ページの表のうち「３．個人番号（マイナンバー）調書」、「４．本人確認書類」、「５．

個人番号確認書類」いずれかの提出がない場合は、以下３点の書類が必要となります。 

・住民票  ・医療保険の資格確認書等のコピー  ・所得課税証明書 

 

注２）受診者または受診者と同一保険の世帯員が指定難病か小児慢性特定疾病の医療費助成

制度の受給者である場合 

   →該当する方の受給者証のコピーの提出が必要です。 

 

注３）受診者が生活保護受給者である場合 

→生活保護受給者証の写しまたは受給証明書等の受給状況書類の提出が必要となる場

合があります。 

注４）国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合に加入しており、被保険者が住民税非課

税である場合、同意書の提出が必要です。 

注５）審査の結果は、申請書類受理日の翌々月上旬にお知らせする予定です。 

注６）上記以外にも必要に応じて、他の書類の提出をお願いする場合があります 

自己負担上限額表（月額） （単位：円） 

階層区分 階層区分の基準 

患者負担割合 

自己負担上限額（外来＋入院） 

一般 
高額かつ長期

（※） 

人工呼吸器等装

着者 

生活保護 ― ０ ０ ０ 

低所得Ⅰ 市町村民税 

非課税 

（世帯） 

本人年収 

80.9 万円以内 
2,500 2,500 

1,000 

低所得Ⅱ 
本人年収 

80.9 万円超 
5,000 5,000 

一般所得Ⅰ 
市町村民税 

課税あり かつ 7.1 万円未満 
10,000 5,000 

一般所得Ⅱ 
市町村民税 

7.1 万円以上 25.1 万円未満 
20,000 10,000 

上位所得 
市町村民税 

25.1 万円以上 
30,000 20,000 

入院時の食費 全額自己負担 

 ※「高額かつ長期」とは、支給認定を受けてから月ごとの医療費総額が５万円を超える月が年間６回以上ある者 

  （例えば、医療保険の２割負担の場合、医療費の自己負担が１万円を超える月が年間６回以上） 

２ 



 

、 

香川県保健福祉総務課  

上記の内容は、香川県のホームページに掲載しています。 

≪香川県 – 健康・福祉 – 難病等対策・被爆者援護 – 指定難病≫ 

URL：https://www.pref.kagawa.lg.jp/hokenhukushi/siteinanbyo/index.html 
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